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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第43期
第１四半期
累計期間

第44期
第１四半期
累計期間

第43期

会計期間

自 平成29年
 　４月１日
至 平成29年
 　６月30日

自 平成30年
 　４月１日
至 平成30年
 　６月30日

自 平成29年
 　４月１日
至 平成30年
 　３月31日

売上高 （千円） 985,818 1,178,330 4,386,699

経常利益 (千円) 93,320 201,312 477,209

四半期（当期）純利益 （千円） 58,795 137,856 277,929

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） － － －

資本金 （千円） 831,413 831,413 831,413

発行済株式総数 （株） 4,558,860 4,558,860 4,558,860

純資産額 （千円） 3,649,836 3,933,461 3,854,959

総資産額 （千円） 5,645,889 6,221,277 6,145,174

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 14.07 32.98 66.49

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） － － －

１株当たり配当額 （円） － － 12.50

自己資本比率 （％） 64.6 63.2 62.7

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

２．売上高には消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

４．当社は、第41期より「株式給付信託（J-ESOP）」、第42期より「株式給付信託（BBT）」を導入しておりま

す。本制度の導入に伴い、当該信託口が保有する当社株式を１株当たり四半期（当期）純利益金額の算定

上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

 

２【事業の内容】

　当第１四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

 当第１四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

 また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　 文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。

 

(1)経営成績の状況

　当第１四半期累計期間における我が国経済は、海外経済の堅調な推移や円安回帰から輸出は持ち直しており、

個人消費や設備投資についても堅調に推移致しました。一方、原油価格の上昇、米国の通商政策に起因した貿易

摩擦や欧州の政局不安、中東情勢など地政学的リスクも内在しており、景気の先行きは必ずしも楽観視できない

状況にあります。

　臨床検査薬業界におきましても、市場規模は横ばいから微増と推移しております。このような環境の下、当第

１四半期累計期間における売上高につきましては、11億７千８百万円（前年同期比19.5％増）となりました。検

査分野別で見ると、生化学検査分野におきましては、５億２千５百万円(前年同期比9.9％増)、免疫検査分野に

おきましては、輸血検査試薬が堅調に推移し、６億２千３百万円（前年同期比30.2％増）となりました。また、

その他の分野におきましては、２千９百万円（前年同期比3.1％増）となりました。

　この様な状況の中、営業利益につきましては、１億９千８百万円（前年同期比149.6％増）、経常利益につき

ましては、２億１百万円（前年同期比115.7％増）、四半期純利益につきましては、１億３千７百万円（前年同

期比134.5％増）となりました。

 

　(2)財政状態の状況

　当第１四半期会計期間末における総資産の額は、62億２千１百万円となり、前事業年度末と比べ７千６百万円

の増加となりました。流動資産は31億５千２百万円となり、前事業年度末と比べ１億１千１百万円の増加となり

ました。その主な要因は、有価証券が９千９百万円、流動資産その他が１千４百万円が減少したものの、現金及

び預金が１億４千１百万円、受取手形及び売掛金が２千万円、仕掛品が３千３百万円、原材料及び貯蔵品が１千

８百万円、それぞれ増加したことなどによります。固定資産は30億６千８百万円となり、前事業年度末と比べ３

千５百万円の減少となりました。その主な要因は、投資その他の資産が３千６百万円減少したことによります。

　当第１四半期会計期間末における負債の額は、22億８千７百万円となり、前事業年度末と比べ２百万円の減少

となりました。その主な要因は、支払手形及び買掛金が３千９百万円、長期借入金１億円などが増加したもの

の、未払法人税等が７千２百万円、賞与引当金が５千1百万円、短期借入金が１千万円それぞれ減少したことに

よります。当第１四半期会計期間末における純資産の額は39億３千３百万円となり、前事業年度末と比べ７千８

百万円の増加となりました。その主な要因は、配当金の支払い５千５百万円を行ったものの、その一方で、四半

期純利益１億３千７百万円を計上したことによります。

　なお、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を当第１

四半期会計期間の期首から適用しており、財政状態については遡及処理後の前事業年度末の数値で比較を行って

おります。

 

(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

 　当第１四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(4)研究開発活動

 　当第１四半期累計期間における研究開発活動の金額は４千６百万円であります。

 　なお、当第１四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 

(5)経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

　当社の経営成績に重要な影響を与える要因といたしましては、国の医療保険制度改革や医療機関の経営合

理化による医療費引き下げなどの外的要因による収益の変動が考えられます。また、輸血関連機器と試薬

は、輸入品のため、為替相場の変動によっては収益予想が大きく変わる可能性があります。

　当社におきましては、保険適用された総／遊離カルニチン測定とADAMTS13活性測定を医療現場に浸透させ

ると共に、多項目キャリブレーター「マルチ9」を活用した腎機能・肝機能検査試薬を中心とする生化学検査

試薬、並びに輸血検査関連製品（ゲルカラム用全自動及び半自動輸血検査機器並びに専用試薬）の積極的な

拡販に注力してまいります。

　当社は、流動性資金を安定的に確保するための基本方針として、年次資金計画に基づき、事業運営のため

に必要な資金（主に銀行借入）を調達しております。また、一時的な余剰資金は安全性の高い金融資産で運
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用し、現金及び現金同等物の十分な流動性を確保しながら、事業継続と将来に向けた事業の拡大のため、効

率的に資本を投下、運用していくことが経営課題であると認識しております。

 

３【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 16,000,000

計 16,000,000
 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）
(平成30年６月30日)

提出日現在発行数（株）
(平成30年８月２日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 4,558,860 4,558,860

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

 

権利内容に何ら

限定のない当社

における標準と

なる株式であ

り、単元株式数

は100株であり

ます。

計 4,558,860 4,558,860 － －

 

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

 

平成30年４月１日～

平成30年６月30日

 

－ 4,558,860 － 831,413 － 928,733

 

（５）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成30年６月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式)

普通株式  100,800
－ 単元株式数100株

完全議決権株式（その他） 普通株式 4,456,700 44,567 同上

単元未満株式 普通株式    1,360 － －

発行済株式総数 4,558,860 － －

総株主の議決権 － 44,567 －

　（注）１.「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式1,000株（議決権の数10個）が含まれ

ております。また、「株式給付信託（J-ESOP）」及び「株式給付信託（BBT）」の信託財産（所有者名義

「資産管理サービス信託銀行株式会社（信託E口）」278,000株（議決権2,780個）が含まれております。

２.「単元未満株式」の欄には、自己株式10株が含まれております。

 

②【自己株式等】

平成30年６月30日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

（自己保有株式）

株式会社カイノス

東京都文京区本郷二丁目

38番18号
100,800 － 100,800 2.21

計 － 100,800 － 100,800 2.21

(注）「株式給付信託（J-ESOP）」及び「株式給付信託（BBT）」の信託財産（所有者名義「資産管理サービス信託

銀行株式会社（信託E口）」）278,000株は、四半期財務諸表において自己株式として表示しておりますが、

当該株式は、当社の信託管理人の指図に従い議決権行使されるため、上記に含めておりません。

 

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

 当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第63号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間（平成30年４月１日から平成

30年６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成30年４月１日から平成30年６月30日まで）に係る四半期財務

諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けておりま

す。　　　　　　　　　　　　　なお、新日本有限責任監査法人は、平成30年７月１日付をもって名称をEY新日

本有限責任監査法人に変更しております。

３．四半期連結財務諸表について

 当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】

（１）【四半期貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前事業年度

(平成30年３月31日)
当第１四半期会計期間
(平成30年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,196,467 1,338,095

受取手形及び売掛金 ※２ 1,216,672 ※２ 1,237,385

有価証券 99,998 －

商品及び製品 254,913 267,261

仕掛品 50,686 83,690

原材料及び貯蔵品 187,025 205,362

その他 35,800 21,073

流動資産合計 3,041,563 3,152,868

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 632,000 625,317

土地 1,797,439 1,797,439

その他（純額） 191,950 187,844

有形固定資産合計 2,621,389 2,610,601

無形固定資産 148,545 160,505

投資その他の資産 333,676 297,301

固定資産合計 3,103,611 3,068,409

資産合計 6,145,174 6,221,277

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 540,594 579,827

短期借入金 700,000 690,000

未払法人税等 107,969 35,856

賞与引当金 115,549 64,100

その他 460,693 450,983

流動負債合計 1,924,806 1,820,767

固定負債   

長期借入金 300,000 400,000

株式給付引当金 1,752 1,752

役員株式給付引当金 5,637 11,745

その他 58,019 53,551

固定負債合計 365,408 467,048

負債合計 2,290,214 2,287,816

純資産の部   

株主資本   

資本金 831,413 831,413

資本剰余金 928,733 928,733

利益剰余金 2,267,783 2,349,914

自己株式 △223,303 △223,303

株主資本合計 3,804,627 3,886,758

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 50,332 46,703

評価・換算差額等合計 50,332 46,703

純資産合計 3,854,959 3,933,461

負債純資産合計 6,145,174 6,221,277
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（２）【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

  （単位：千円）

 
前第１四半期累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成30年４月１日
　至　平成30年６月30日)

売上高 985,818 1,178,330

売上原価 524,556 580,859

売上総利益 461,262 597,470

販売費及び一般管理費 381,797 399,163

営業利益 79,464 198,306

営業外収益   

受取利息及び配当金 3,243 3,147

為替差益 13,108 1,940

その他 330 489

営業外収益合計 16,683 5,577

営業外費用   

支払利息 2,492 2,201

手形売却損 146 154

その他 189 215

営業外費用合計 2,828 2,571

経常利益 93,320 201,312

特別利益   

固定資産売却益 － 94

特別利益合計 － 94

特別損失   

固定資産除却損 － 1,217

特別損失合計 － 1,217

税引前四半期純利益 93,320 200,189

法人税、住民税及び事業税 5,524 29,733

法人税等調整額 29,000 32,600

法人税等合計 34,524 62,333

四半期純利益 58,795 137,856
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【注記事項】

（追加情報）

　（株式給付信託（J-ESOP）について）

　　（１）取引の概要

　　　　当社は、株価や業績と従業員の処遇の連動性をより高め、経済的な効果を株主の皆様と共有すること

により、株価及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めることを目的として、従業員インセンティ

ブ・プラン「株式給付信託（J-ESOP）」（以下、「本制度」といいます。）を導入しております。

　　　　本制度は、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社の従業員に対して当

社株式を給付する仕組みです。当社は、従業員に対し個人の貢献度等に応じてポイントを付与し、一定

の条件により受給権の取得をしたときに当該付与ポイントに相当する当社株式を給付します。従業員に

対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別

管理するものとします。

　　（２）信託に残存する自社の株式

　　　　信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く）により、純資産の部に

自己株式として計上しております。当第１四半期会計期間末における当該自己株式の帳簿価額は105,120

千円、株式数は180,000株であります。

　　（３）会計処理の方法

　　　　「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第30

号平成27年３月26日）に基づき、総額法を適用しております。規程に基づき従業員に付与したポイント

数を基礎として、費用及びこれに対応する引当金を計上しております。

 

 

　（株式給付信託（BBT）について）

　　（１）取引の概要

　　　　当社は、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によ

るメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と

企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、株式報酬制度「株式給付信託（BBT）」（以

下、「本制度」といいます。）を導入しております。

　　　　本制度は、予め当社が定めた役員株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした取締役に対して当社

株式を給付する仕組みです。当社は、役員株式給付規程に基づき取締役にポイントを付与し、取締役を

退任した者のうち「役員株式給付規程」に定める受益者要件を満たした者（以下、「受益者」といいま

す。）に対して、当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式を給付します。ただし、取締役

が「役員株式給付規程」に別途定める要件を満たす場合には、当該取締役に付与されたポイントの一定

割合について、当社株式の給付に代えて、当社株式を退任日時点の時価で換算した金額相当の金銭を給

付します。取締役に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、

信託財産として分別管理するものとします。

　　（２）信託に残存する自社の株式

　　　　信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く）により、純資産の部に

自己株式として計上しております。当第１四半期会計期間末における当該自己株式の帳簿価額は51,156

千円、株式数は98,000株であります。

　（３）会計処理の方法

　　　　「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第30

号平成27年３月26日）に準じて、総額法を適用しております。規程に基づき役員に付与したポイント数

を基礎として、費用及びこれに対応する引当金を計上しております。

 

　（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を当第１四半

期会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。
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（四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

　該当事項はありません。

 

（四半期貸借対照表関係）

１．受取手形割引高

 
前事業年度

（平成30年３月31日）
当第１四半期会計期間
（平成30年６月30日）

受取手形割引高 150,050千円 150,060千円

 

※２．四半期会計期間末日満期手形

四半期会計期間末日満期手形の会計処理については、当四半期会計期間末日が金融機関の休日でしたが、満

期日に決済が行われたものとして処理しております。当四半期会計期間末日満期手形の金額は、次のとおり

であります。

 
前事業年度

（平成30年３月31日）
当第１四半期会計期間
（平成30年６月30日）

受取手形 25,379千円 21,160千円

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計

期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第１四半期累計期間
（自 平成29年４月１日
至 平成29年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自 平成30年４月１日
至 平成30年６月30日）

減価償却費 28,344千円 33,844千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年６月30日）

配当金支払額

 
（決議） 株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年６月15日

定時株主総会
普通株式 55,725 12.50 平成29年３月31日 平成29年６月16日 利益剰余金

（注）平成29年６月15日定時株主総会決議による配当金の総額には、信託が保有する自社の株式に対する配当金3,475千

円が含まれております。

 

Ⅱ　当第１四半期累計期間（自　平成30年４月１日　至　平成30年６月30日）

配当金支払額

 
（決議） 株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成30年６月21日

定時株主総会
普通株式 55,725 12.50 平成30年３月31日 平成30年６月22日 利益剰余金

（注）平成30年６月21日定時株主総会決議による配当金の総額には、信託が保有する自社の株式に対する配当金3,475千

円が含まれております。

 

（金融商品関係）

 四半期財務諸表等規則第10条の２の規定に基づき注記を省略しております。

 

（有価証券関係）

 四半期財務諸表等規則第10条の２の規定に基づき注記を省略しております。

 

（デリバティブ取引関係）

 四半期財務諸表等規則第10条の２の規定に基づき注記を省略しております。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】
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 当社は、臨床検査薬の製造及び販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期累計期間
（自　平成29年４月１日
至　平成29年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成30年４月１日
至　平成30年６月30日）

 １株当たり四半期純利益金額 14円07銭 32円98銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 58,795 137,856

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 58,795 137,856

普通株式の期中平均株式数（株） 4,180,050 4,180,050

　（注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、１株当たり四半期純利益金

額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めております。１株当たり四半期純利益金額

の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、当第１四半期累計期間278,000株であります。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成30年８月２日

株式会社カイノス

取締役会　御中

 

EY新日本有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 春日　淳志　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 酒井　睦史　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社カイノ

スの平成30年４月１日から平成31年３月31日までの第44期事業年度の第１四半期会計期間（平成30年４月１日から平成30

年６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成30年４月１日から平成30年６月30日まで）に係る四半期財務諸表、すな

わち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四

半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社カイノスの平成30年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了す

る第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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